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前文 

 
 この計画は、国土利用計画法第５条の規定に基づき、全国の区域について定

める国土の利用に関する基本的事項についての計画（以下「全国計画」という。）

であり、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画（以下「都道

府県計画」という。）及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画

（以下「市町村計画」という。）とともに同法第４条の国土利用計画を構成し、

国土の利用に関しては国の計画の基本となるとともに、都道府県計画及び土地

利用基本計画の基本となるものである。 
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１．国土の利用に関する基本構想 
 

（１）国土利用の基本方針 
ア 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源で

あるとともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんが

み、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会

的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土

の均衡ある発展を図ることを基本理念として、総合的かつ計画的に行われなけ

ればならない。 
 
イ 今後の国土の利用を計画するに当たっては、国土利用をめぐる次のような

基本的条件の変化を考慮する必要がある。 
（ア）人口減少社会の到来と急速な高齢化の進展の中で、総世帯数の増加や大

都市圏などにおける人口増加にともなう土地需要が当面みられるものの、

全体としては市街化圧力が更に弱まり、市街地の人口密度の低下が進むこ

とが見通される。都市内においては、一部の利便性の高い地区での人口増

加の一方、それ以外の地区での人口減少が見通される中、中心市街地の空

洞化、虫食い状に増加する低未利用地などにより、土地利用の効率の低下

などが懸念される。経済社会諸活動については、東アジアの急速な経済成

長、情報通信技術の発達、新産業分野の成長などが見通され、各地の成長

力や競争力の強化につながることも期待される。 
 したがって、全体としては地目間の土地利用転換は鈍化しているものの、

地区によっては土地の収益性や利便性に対応した新たな集積なども見込ま

れることから、土地需要の調整、効率的利用の観点から引き続き国土の有

効利用を図る必要がある。 
（イ）他方、近年の災害の増加や被害の甚大化の傾向や、大規模地震・津波の

発生の懸念に加え、自然災害のおそれのある地域への居住地の拡大、都市

における諸機能の集中やライフラインへの依存の高まり、農山漁村におけ

る国土資源の管理水準の低下、都市化の一層の進展や高齢化、過疎化にと

もなう地域コミュニティの弱体化なども懸念される中、国土の安全性に対

する要請が高まっている。また、地球温暖化が進行し温室効果ガス排出削

減が急がれる状況や、地球規模での生態系の危機等、自然の物質循環への

負荷の増大にともなって生じる諸問題、東アジアの経済成長にともなう資

源制約の高まりや我が国の消費資源の安定確保に係る懸念等に適切に対処

するため、循環と共生を重視した国土利用を基本とすることが重要になっ

ている。さらに、美しい農山漁村や落ち着いた都市の景観の毀損、生活環

境や自然環境の悪化などが懸念される一方、良好なまちなみ景観の形成や
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里地里山の保全・再生、自然とのふれあいや心の豊かさ等に対する国民志

向が高まっている中で、安全面や環境面も含め、人の営みと自然の営みの

調和を図ることにより、美（うるわ）しくゆとりある国土利用を更に進め

ていくことが求められている。 

 このような国民的要請にこたえる国土利用の質的向上を図っていくこと

が重要となっている。 
（ウ）これに加え、国土の有効利用や質的向上を図るに当たっては、次のよう

な状況を踏まえる必要がある。まず、国民の価値観やライフスタイルの多

様化などの中で、例えば、身近な生活空間として土地利用を認識し、宅地

や建物、道路、緑などを一連のものととらえて快適性や安全性を考えるな

ど、空間における個々の土地利用を横断的にとらえるべき状況がみられる。

また、交通網の発達などによって人々の行動範囲が拡大する中で、例えば、

都市近郊での大規模集客施設の立地と既存中心市街地での低未利用地の増

加が行政界を越えて連動するなど、特定の土地利用が他の土地利用と相互

に関係する状況がみられる。さらに、地域間の交流・連携が進む中で、例

えば、森林づくり活動への都市住民の参加など、地域の土地利用に対して

地域外からも含めて様々な人や団体が関与する状況もみられる。すなわち、

地域の様々な土地利用をそれぞれ別個のものとしてとらえるのではなく、

土地利用の相互の関係性の深まりや多様な主体のかかわりの増大などを踏

まえ、総合的にとらえていくことの重要性が高まっている。 
 また、このような土地利用をめぐる関係性は本来地域性を強く帯びたも

のであり、身近な空間の土地利用に自らもかかわりたいという人々の意識

の高まりや、土地利用諸制度にかかる地方分権の進展などの中で、地域で

の創意工夫ある取組の重要性も高まっている。 
 これらの状況に適切に対応するため、地域ごとの柔軟な対応の下、次世

代へ向けて能動的に国土利用について総合的な観点からマネジメントを行

っていくことが期待される。 
 

ウ このため、本計画における課題は、限られた国土資源を前提として、必要

に応じて再利用を行うなど、その有効利用を図りつつ、適切に維持管理する

とともに、国土の利用目的に応じた区分（以下「利用区分」という。）ごとの

個々の土地需要の量的な調整を行うこと、また、全体としては土地利用転換

の圧力が低下しているという状況を国土利用の質的向上をより一層積極的に

推進するための機会ととらえ、国土利用の質的向上を図ること、さらに、こ

れらを含め国土利用の総合的なマネジメントを能動的に進めることによって

より良い状態で国土を次世代へ引き継ぐこと、すなわち「持続可能な国土管

理」を行うことである。 
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 このような持続可能な国土管理という課題への対応に際しては、長期にわ

たる内外の潮流変化をも展望しつつ、豊かな生活や活力ある生産が展開され

る場として、国土の魅力を総合的に向上させるよう努めることが重要である。 

（ア）土地需要の量的調整に関しては、まず、人口減少下であっても当面増加

する都市的土地利用について、土地の高度利用、低未利用地の有効利用の

促進により、その合理化及び効率化を図るとともに、計画的に良好な市街

地の形成と再生を図る。他方、農林業的土地利用を含む自然的土地利用に

ついては、地球温暖化防止、食料等の安定供給と自給能力の向上、自然循

環システムの維持、生物多様性の確保等に配慮しつつ、農林業の生産活動

とゆとりある人間環境の場としての役割に配意して、適正な保全と耕作放

棄地等の適切な利用を図る。また、森林、原野、農用地、宅地等の相互の

土地利用の転換については、今後は全体として市街地の形成圧力が更に弱

まると見通されるが、土地利用の可逆性が容易に得られないこと、生態系

を始めとする自然の様々な循環系や景観に影響を与えること等にかんがみ、

慎重な配慮の下で計画的に行うことが重要である。 
（イ）国土利用の質的向上に関しては、国土利用の質的側面をめぐる状況の変

化を踏まえ、安全で安心できる国土利用、循環と共生を重視した国土利用、

美しくゆとりある国土利用といった観点を基本とすることが重要である。

その際、これら相互の関連性にも留意する必要がある。 

 安全で安心できる国土利用の観点では、災害に対する地域ごとの特性を

踏まえた適正な国土の利用を基本としつつ、被災時の被害の 小化を図る

「減災」の考え方や海水面上昇など気候変動の影響への適応も踏まえ、諸

機能の適正な配置、防災拠点の整備、被害拡大の防止や復旧復興の備えと

してのオープンスペースの確保、ライフラインの多重化・多元化、水系の

総合的管理、農用地の管理保全、森林の持つ国土保全機能の向上等を図る

ことにより、地域レベルから国土構造レベルまでのそれぞれの段階で国土

の安全性を総合的に高めていく必要がある。 

 循環と共生を重視した国土利用の観点では、人間活動と自然とが調和し

た物質循環の維持、流域における水循環と国土利用の調和、緑地・水面等

の活用による環境負荷の低減、都市的土地利用に当たっての自然環境への

配慮、原生的な自然地域等を核として国境を越えた視点や生態的なまとま

りを考慮したエコロジカル・ネットワークの形成による自然の保全・再生・

創出などを図ることにより、自然のシステムにかなった国土利用を進める

必要がある。 

 美しくゆとりある国土利用の観点では、人の営みや自然の営み、あるい

はそれらの相互作用の結果を特質としており、かつ、人々がそのように認

識する空間的な広がりを「ランドスケープ」ととらえ、それが良好な状態



 4

にあることを国土の美（うるわ）しさと呼ぶこととし、地域が主体となっ

てその質を総合的に高めていくことが重要である。このため、ゆとりある

都市環境の形成、農山漁村における緑豊かな環境の確保、歴史的・文化的

風土の保存、スカイラインの保全、地域の自然的・社会的条件等を踏まえ

た個性ある景観の保全・形成などを進めるとともに、安全で安心できる国

土利用や循環と共生を重視した国土利用も含めて総合的に国土利用の質を

高めていく必要がある。 

（ウ）国土利用の総合的なマネジメントに関しては、土地利用をめぐる様々な

関係性の深まりや多様な主体のかかわりの増大を踏まえ、地域において、

総合的な観点で国土利用の基本的な考え方についての合意形成を図るとと

もに、慎重な土地利用転換、土地の有効利用と適切な維持管理、再利用と

いった一連のプロセスを管理する視点や、国土利用の質的向上などの視点

も踏まえ、地域の実情に即して国土利用の諸問題に柔軟かつ能動的に取り

組んでいくことが期待される。その際、土地利用の影響の広域性を踏まえ

地域間の適切な調整を図ることも重要である。また、このような地域の主

体的な取組を促進していくことが重要である。 
（エ）これらの課題への対処に当たっては、都市における土地利用の高度化、

農山漁村における農用地及び森林の有効利用、両地域を通じた低未利用地

の利用促進を図るとともに、都市的土地利用と自然的土地利用の適切な配

置と組合せにより調和ある土地利用を進めるなど、地域の自然的・社会的

特性を踏まえた上で、国土の有効かつ適切な利用に配慮する必要がある。 
 また、海洋利用と国土利用とが相互に及ぼす影響についても考慮してい

くことが重要である。 
 さらに、国や都道府県、市町村による公的な役割の発揮、所有者等によ

る適切な管理に加え、都市住民等の多様な主体による森林づくりや農地の

保全管理等直接的な国土管理への参加や、地元農産品の購入や募金等間接

的に国土管理につながる取組などにより、国民一人一人が国土管理の一翼

を担う動き、すなわち「国土の国民的経営」を促進していく必要がある。 

 
エ 今後の国土利用に当たっては、地方分権の進捗状況や国会等の移転の検討

状況を十分に踏まえる必要がある。 

 
（２）地域類型別の国土利用の基本方向 

 都市、農山漁村、自然維持地域の国土利用の基本方向を以下のとおりとす

る。なお、地域類型別の国土利用に当たっては、相互の関係性にかんがみ、

各地域類型を別個にとらえるだけでなく、相互の機能分担、交流・連携とい

った地域類型間のつながりを双方向的に考慮することが重要である。 
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ア 都市 
 市街地（人口集中地区）については、人口減少、高齢化の進展等の中で全体

としては市街化圧力が低下することが見通されることから、これを環境負荷の

少ない豊かで暮らしやすい都市形成の好機ととらえ、低炭素型の都市構造や集

約型都市構造なども視野に入れて、都市における環境を安全かつ健全でゆとり

あるものとし、あわせて経済社会諸活動を取り巻く状況の変化に適切に対応で

きるようにすることが重要となっている。 
 このため、中心市街地等における都市機能の集積やアクセシビリティの確保

を推進しつつ、既成市街地においては、再開発、地下空間の活用等により土地

利用の高度化を図るとともに、低未利用地の有効利用を促進する。市街化を図

るべき区域においては、地域の合意を踏まえ、計画的に良好な市街地等の整備

を図る。また、都市間の広域的な交通体系によって、拠点性を有する複数の都

市や周辺の農山漁村の相互の機能分担、交流・連携を促進することを通じ、効

率的な土地利用を図る。なお、新たな土地需要がある場合には、既存の低未利

用地の再利用を優先させる一方、農用地や森林を含む自然的土地利用からの転

換は抑制することを基本とする。 
 また、自然条件や防災施設の整備状況を考慮した国土利用への誘導、諸機

能の分散配置やバックアップシステムの整備、地域防災拠点の整備、オープ

ンスペースの確保、電気、ガス、上下水道、通信、交通等のライフラインの

多重化・多元化等により、災害に対する安全性を高め、災害に強い都市構造

の形成を図る。あわせて、住居系、商業系、業務系等の多様な機能をバラン

スよく配置すること、健全な水循環系の構築や資源・エネルギー利用の効率

化、熱環境改善のための緑地・水面等の効率的な配置などにより、都市活動

による環境への負荷が少ない都市の形成を図るとともに、美しく良好なまち

なみ景観の形成、豊かな居住環境の創出、緑地及び水辺空間によるエコロジ

カル・ネットワークの形成等を通じた自然環境の再生・創出などにより、美

しくゆとりある環境の形成を図る。 
 特に、引き続き人口の増加や産業の集積が見込まれる都市については、将

来の人口、産業等の動向や、当該都市の拠点性の高まり、周辺地域を始めと

する各地域との交流・連携の進展の状況等を見通し、自然条件に配慮しつつ、

計画的かつ適切な土地利用を推進する。 
 

イ 農山漁村 
 農山漁村については、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然環境

や美しい景観を有する等、国民共有の財産であるという認識の下、地域特性

を踏まえた良好な生活環境を整備するとともに、多様な国民のニーズに対応
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した農林水産業の展開、地域産業の振興や地域に適合した諸産業の導入、余

暇需要への対応等により総合的に就業機会を確保し、健全な地域社会を築く。

このような対応の中で、優良農用地及び森林を確保し、その整備と利用の高

度化を図るとともに、地域住民を含む多様な主体の参画等により国土資源の

適切な管理を図る。また、あわせて二次的自然としての農山漁村における景

観、国土のエコロジカル・ネットワークを構成する生態系の維持・形成を図

るとともに、都市との機能分担や交流・連携を促進することを通じ、効率的

な土地利用を図る。 
 特に、農業の規模拡大が比較的容易な地域にあっては、生産性の向上に重

点を置いて、農業生産基盤の整備と効率的かつ安定的な農業経営の担い手へ

の農用地の集積を図り、農業等の生産条件や交通等の生活条件が不利な地域

にあっては、生産条件の不利を補正するとともに、地域資源の総合的な活用

等による地域の活性化を踏まえた土地利用を図る。 
 また、農地と宅地が混在する地域においては、地域住民の意向に配慮しつ

つ、農村地域の特性に応じた良好な生産及び生活環境の一体的な形成を進め、

農業生産活動と地域住民の生活環境が調和するよう、地域の実情に応じた計

画的かつ適切な土地利用を図る。 
 

ウ 自然維持地域 
 高い価値を有する原生的な自然の地域や野生生物の重要な生息・生育地、

すぐれた自然の風景地など、自然環境の保全を旨として維持すべき地域につ

いては、国土のエコロジカル・ネットワーク形成上、中核的な役割を果たす

ことから、野生生物の生息・生育空間の適切な配置や連続性を確保しつつ、

自然環境が劣化している場合は再生すること等により、適正に保全する。そ

の際、外来生物の侵入や野生鳥獣被害等の防止に努めるとともに、同観点か

ら都市・農山漁村との適切な関係の構築を図る。あわせて、自然環境データ

の整備等を総合的に図る。また、適正な管理の下で、自然の特性を踏まえつ

つ自然体験・学習等の自然とのふれあいの場としての利用を図る。 

 
（３）利用区分別の国土利用の基本方向 

 利用区分別の国土利用の基本方向は以下のとおりとする。なお、各利用区

分を別個にとらえるだけでなく、安全で安心な国土利用、循環と共生を重視

した国土利用、美（うるわ）しくゆとりある国土利用といった横断的な観点

や相互の関連性に十分留意する必要がある。 

 
ア 農用地については、効率的な利用と生産性の向上に努めるとともに、国の

内外における農産物の長期的な需給動向を考慮し、国内の農業生産力の維持



 7

強化に向け、必要な農用地の確保と整備を図る。また、不断の良好な管理を

通じて国土保全等農業の有する多面的機能が高度に発揮されるよう配慮する

とともに、環境への負荷の低減に配慮した農業生産の推進を図る。市街化区

域内農地については、良好な都市環境の形成の観点からも、保全を視野に入

れ、計画的な利用を図る。 
 
イ 森林については、温室効果ガス吸収源対策の着実な実施、森林資源の成熟

化、世界的な木材の需給動向の変化等を踏まえ、将来世代が森林の持つ多面

的機能を享受できるよう、緑豊かで美しい森林づくりに向けて、多様で健全

な森林の整備と保全を図る。また、都市及びその周辺の森林については、良

好な生活環境を確保するため、積極的に緑地としての保全及び整備を図ると

ともに、農山漁村集落周辺の森林については、地域社会の活性化に加え多様

な国民的要請に配慮しつつ、適正な利用を図る。さらに、原生的な森林や貴

重な動植物が生息・生育する森林等自然環境の保全を図るべき森林について

は、その適正な維持・管理を図る。 

 
ウ 原野のうち、湿原、水辺植生、野生生物の生息・生育地等貴重な自然環境

を形成しているものについては、生態系及び景観の維持等の観点から保全を

基本とし、劣化している場合は再生を図る。その他の原野については、地域

の自然環境を形成する機能に十分配慮しつつ、適正な利用を図る。 
 
エ 水面・河川・水路については、河川氾濫地域における安全性の確保、より

安定した水供給のための水資源開発、水力電源開発、農業用用排水路の整備

等に要する用地の確保を図るとともに、施設の適切な維持管理・更新や水面

の適正な利用を通じて、既存用地の持続的な利用を図る。また、水面、河川

及び水路の整備に当たっては、流域の特性に応じた健全な水循環系の構築等

を通じ、自然環境の保全・再生に配慮するとともに、自然の水質浄化作用、

生物の多様な生息・生育環境、うるおいのある水辺環境、都市における貴重

なオープンスペース、熱環境改善等多様な機能の維持・向上を図る。 
 
オ 道路のうち、一般道路については、地域間の交流・連携を促進し、国土の

有効利用及び良好な生活・生産基盤の整備を進めるため、必要な用地の確保

を図るとともに、施設の適切な維持管理・更新を通じて、既存用地の持続的

な利用を図る。一般道路の整備に当たっては、道路の安全性、快適性等の向

上並びに防災機能の向上及び公共・公益施設の収容機能等の発揮に配意する

とともに、環境の保全に十分配慮する。特に市街地においては、環境施設帯

の設置、道路緑化の推進等により、良好な沿道環境の保全・創造に努める。
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また、農道及び林道については、農林業の生産性向上並びに農用地及び森林

の適正な管理を図るため、必要な用地の確保を図るとともに、施設の適切な

維持管理・更新を通じて既存用地の持続的な利用を図る。農道及び林道の整

備に当たっては、自然環境の保全に十分配慮する。 
 
カ 住宅地については、成熟化社会にふさわしい豊かな住生活の実現、秩序あ

る市街地形成の観点から、耐震・環境性能を含めた住宅ストックの質の向上

を図るとともに、住宅周辺の生活関連施設の整備を計画的に進めながら、良

好な居住環境が形成されるよう、必要な用地の確保を図る。また、災害に関

する地域の自然的・社会的特性を踏まえた適切な国土利用を図る。特に大都

市地域においては、環境の保全に配慮しつつ、土地利用の高度化や低未利用

地の有効利用によるオープンスペースの確保、道路の整備など、安全性の向

上とゆとりある快適な環境の確保を図る。 
 
キ 工業用地については、環境の保全等に配慮し、グローバル化、情報化の進

展等にともなう産業の高付加価値化や構造変化、地域資源を重視した工場の

立地動向、産業・物流インフラの整備状況、地域産業活性化の動向等を踏ま

え、工業生産に必要な用地の確保を図る。また、工場移転、業種転換等にと

もなって生ずる工場跡地については、土壌汚染調査や対策を講じるとともに、

良好な都市環境の整備等のため、有効利用を図る。 
 
ク その他の宅地については、市街地の再開発等による土地利用の高度化、中

心市街地における都市福利施設の整備や商業の活性化並びに良好な環境の形

成に配慮しつつ、事務所・店舗用地について、経済のソフト化・サービス化

の進展等に対応して、必要な用地の確保を図る。また、郊外の大規模集客施

設については、都市構造への広域的な影響や地域の合意形成、地域の景観と

の調和を踏まえた適正な立地を図る。 
 
ケ 以上のほか、文教施設、公園緑地、交通施設、環境衛生施設、厚生福祉施

設等の公用・公共用施設の用地については、国民生活上の重要性とニーズの

多様化を踏まえ、環境の保全に配慮して、必要な用地の確保を図る。また、

施設の整備に当たっては、耐災性の確保と災害時における施設の活用に配慮

するとともに、施設の拡散を防ぐ観点から空屋・空店舗の再生利用や街なか

立地に配慮する。 
 
コ レクリエーション用地については、国民の価値観の多様化や国際観光の振

興、自然とのふれあい志向の高まりを踏まえ、自然環境の保全を図りつつ、
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地域の振興等を総合的に勘案して、計画的な整備と有効利用を進める。その

際、森林、河川、沿岸域等の余暇空間としての利用や施設の適切な配置とそ

の広域的な利用に配慮する。 
 
サ 低未利用地のうち、工場跡地等都市の低未利用地は、再開発用地や防災・

自然再生のためのオープンスペース、公共用施設用地、居住用地、事業用地

等としての再利用を図り、農山漁村の耕作放棄地は、所有者等による適切な

管理に加え、多様な主体が直接的・間接的に参加することを促進することな

どにより、農用地としての活用を積極的に図るとともに、それぞれの地域の

状況に応じて施設用地、森林等農用地以外への転換による有効利用を図る。 

 
シ 沿岸域については、漁業、海上交通、レクリエーション等各種利用への多

様な期待があることから、自然的・地域的特性及び経済的・社会的動向を踏

まえ、海域と陸域との一体性に配慮しつつ、長期的視点に立った総合的利用

を図る。この場合、環境の保全と国民に開放された親水空間としての適正な

利用に配慮する。 
 また、沿岸域の多様な生態系及び景観の保全・再生や漂着ゴミ対策、汚濁

負荷対策を図るとともに、国土の保全と安全性の向上に資するため、海岸の

保全を図る。 
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２．国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要 
 

（１）国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 
ア 計画の目標年次は、平成 29 年とし、基準年次は平成 16 年とする。 
 
イ 国土の利用に関して基礎的な前提となる人口と一般世帯数については、平

成 29 年において、それぞれおよそ 1 億 2,400 万人、およそ 5,000 万世帯と想

定する。 
 
ウ 国土の利用区分は、農用地、森林、宅地等の地目別区分及び市街地とする。 
 
エ 国土の利用区分ごとの規模の目標については、利用区分別の国土の利用の

現況と変化についての調査に基づき、将来人口や各種計画等を前提とし、用

地原単位等をしんしゃくして、利用区分別に必要な土地面積を予測し、土地

利用の実態との調整を行い、定めるものとする。 
 
オ 国土の利用の基本構想に基づく平成 29 年の利用区分ごとの規模の目標は、

次表のとおりである。 

 

カ なお、以下の数値については、今後の経済社会の不確定さなどにかんがみ、

弾力的に理解されるべき性格のものである。 
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表 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

 （単位：万 ha, %） 
構  成  比  

平成 16 年 平成 29 年
16 年 29 年 

農  用  地 
  農    地 
  採草放牧地 
森      林 
原      野 
水面・河川・水路 
道      路 
宅      地 
  住 宅 地 
  工業用地 
  その他の宅地 
そ  の  他 
合      計 

480
471

8
2,510

28
133
132
184
111
16
57 

312
3,779

458
450

8
2,510

27
135
139
192
114
17
61

318
3,780

12.7
12.5
0.2

66.4
0.7
3.5
3.5
4.9
2.9
0.4
1.5
8.3

100.0

12.1
11.9
0.2

66.4
0.7
3.6
3.7
5.1
3.0
0.4
1.6
8.4

100.0
 市  街  地  126 126 － －

注（１） 平成 16 年の地目別区分は、国土交通省調べによる。 
 （２） 道路は、一般道路並びに農道及び林道である。 
 （３） 市街地は、「国勢調査」の定義による人口集中地区である。 
     平成 16 年欄の市街地面積は、平成 17 年の国勢調査による 

人口集中地区の面積である。 
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（２）地域別の概要 
ア 地域別の利用区分ごとの規模の目標を定めるに当たっては、土地、水、自

然などの国土資源の有限性を踏まえ、地域の個性や多様性を活かしつつ地域

間の均衡ある発展を図る見地から、必要な基礎条件を整備し、国土全体の調

和ある有効利用とともに環境の保全が図られるよう、適切に対処しなければ

ならない。 
 
イ 地域の区分は、三大都市圏（埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、愛知、三

重、京都、大阪、兵庫及び奈良の 11 都府県をいう。）及び地方圏（三大都市

圏以外の 36 道県をいう。）とする。 
（注） 地域の区分については、三大都市圏は、東京都区部、名古屋市及び

大阪市・京都市・神戸市を中心とする圏域の広がりとの関連でとらえ

ることのできる土地利用の動向等を考慮して、都道府県を単位として

区分した。地方圏は、それ以外の道県とした。 
 

ウ 計画の目標年次、基準年次、国土の利用区分及び利用区分ごとの規模の目

標を定める方法は、（１）に準ずるものとする。平成 29 年における三大都市

圏の人口はおよそ 6,400 万人程度、地方圏の人口はおよそ 6,000 万人程度を

前提とする。 
 
エ 平成 29 年における国土の利用区分ごとの規模の目標の地域別の概要は、次

のとおりである。 

（ア）農用地については、効率的な利用と生産性の向上に努めることにより、

国内の農業生産力の維持強化を図ることとし、全体として減少するものの、

三大都市圏においては 58 万 ha、地方圏においては 400 万 ha 程度となる。 

（イ）森林については、適切な整備と保全を図ることとし、三大都市圏におい

ては 317 万 ha、地方圏においては 2,193 万 ha 程度となる。 

（ウ）原野については、地方圏において 27 万 ha 程度となる。 

（エ）水面・河川・水路については、三大都市圏において 20 万 ha、地方圏に

おいて 115 万 ha 程度となる。 

（オ）道路については、三大都市圏において 29 万 ha、地方圏において 110 万

ha 程度となる。 
（カ）宅地のうち、住宅地は、我が国の世帯数の伸びが鈍化することを踏まえ、

三大都市圏において 39 万 ha、地方圏において 75 万 ha 程度となる。 
 工業用地については、三大都市圏において 6 万 ha、地方圏において 11
万 ha 程度となる。 
 その他の宅地については、三大都市圏において 19 万 ha、地方圏におい
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て 43 万 ha 程度となる。 
（キ）その他については、三大都市圏において 49 万 ha、地方圏において 269

万 ha 程度となる。 
（ク）市街地の面積については、人口減少となるものの、市街地への人口流入

が継続することを見越し、三大都市圏において 65 万 ha、地方圏において

61 万 ha 程度となる。 
（ケ）上記利用区分別の規模の目標については、ウで前提とした両圏別の人口

に関して、なお変動があることも予想されるので、流動的な要素があるこ

とを留意しておく必要がある。 
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３．２．に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 
 
 ２．に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は、次のとおりである。 
 これらの措置については、「安全で安心できる国土利用」、「循環と共生を重視

した国土利用」、「美しくゆとりある国土利用」等の観点を総合的に勘案した上

で実施を図る必要がある。 
 

（１）公共の福祉の優先 
 土地については、公共の福祉を優先させるとともに、その所在する地域の

自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正な利用が図られるよ

う努める。このため、各種の規制措置、誘導措置等を通じた総合的な対策の

実施を図る。 
 

（２）国土利用計画法等の適切な運用 
 国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法の適切な運用により、

また、本計画及び都道府県計画、市町村計画等の地域の土地利用に関する計

画を基本として、土地利用の計画的な調整を推進し、適正な土地利用の確保

と地価の安定を図る。その際、土地利用の影響の広域性を踏まえ、地方公共

団体等関係行政機関相互間の適切な調整を図る。 
 また、地域の実情に即した新たな都道府県計画及び市町村計画の策定と運

用に資するため、住民参加の手法や即地的な情報の活用といった地域の取組

事例に係る情報の共有や調査研究等を促進する。 

 
（３）地域整備施策の推進 

 地域の個性や多様性を活かしつつ、地域間の機能分担と交流・連携を促進

し、地域の活性化と自立的な発展を図ることを通じて、国土の均衡ある発展

を図るため、地域の特性に応じた地域整備施策を推進し、大都市、地方都市

及び農山漁村における総合的環境の整備を図る。その際、事業の計画等の策

定に当たっては、社会的側面、経済的側面、環境的側面などについて総合的

に配慮する。 

 
（４）国土の保全と安全性の確保 

ア 国土の保全と安全性の確保のため、水系ごとの治水施設等の整備と流域内

の土地利用との調和、地形等自然条件と土地利用配置との適合性、風水害・
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豪雪・高潮、火山噴火及び地震・津波への対応に配慮しつつ、適正な国土利

用への誘導を図るとともに、国土保全施設の整備を推進する。また、渇水に

備えるため、水利用の合理化、水意識の高揚、安定した水資源の確保等の総

合的な対策を推進する。 
 
イ 森林の持つ国土の保全と安全性の確保に果たす機能の向上を図るため、流

域を基本的な単位とし、地域特性に応じて、間伐等森林の整備、保安林の適

切な管理及び治山施設の整備等を進め、森林の管理水準の向上を図る。その

際、路網や機械化等効率的な作業システムの整備、地域材の利用並びに、生

産、流通及び加工段階における条件整備、林業の担い手の育成等を進めると

ともに、森林管理への国民の理解と参加、山村における生活環境の向上を図

るなど、森林管理のための基礎条件を整備する。 

 
ウ 国土レベルでの安全性を高めるため、基幹的交通、通信ネットワークの代

替性の確保、諸機能の分散等を図る。また、地域レベルにおける安全性を高

めるため、市街地等において、災害に配慮した国土利用への誘導、国土保全

施設や地域防災拠点の整備、諸機能の分散配置、オープンスペースの確保、

ライフラインの多重化・多元化、危険地域についての情報の周知等を図る。 

 
（５）環境の保全と美しい国土の形成 

ア 地球温暖化対策を加速し、低炭素社会の構築を目指すとともに、良好な大

気環境の保全、大都市におけるヒートアイランド現象の改善を推進するため、

複数施設等への効率的なエネルギーの供給、太陽光、バイオマス等の新エネ

ルギーの面的導入、都市における環境改善のための緑地・水面等の効率的な

配置、公共交通機関の整備・利用促進や円滑な交通体系の構築、低炭素型物

流体系の形成などに取り組み、環境負荷の小さな都市等の構造や経済社会シ

ステムの形成に向けて適切な土地利用を図る。また、二酸化炭素の吸収源と

なる森林や都市等の緑の適切な保全・整備を図る。 
 
イ 循環型社会の形成に向け、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユ

ース）、再生利用（リサイクル）の３Ｒを一層進めるとともに発生した廃棄物

の適正な処理を行うための広域的・総合的なシステムを形成するため、環境

の保全に十分配慮しつつ、必要な用地の確保を図る。また、廃棄物の不法投

棄等の不適正処理の防止と適切かつ迅速な原状回復に努める。 
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ウ 生活環境の保全を図るため、大気汚染、騒音等の著しい交通施設等の周辺

において、緑地帯の設置、倉庫、事業所等の適切な施設の誘導等により土地

利用の適正化を図る。また、緩衝緑地の設置や住居系、商業系、工業系等の

用途区分に応じた適正な土地利用への誘導を進める。 
 
エ 農用地や森林の適切な維持管理、雨水の地下浸透の促進、環境用水の確保、

都市における下水処理水の効果的利用、水辺地等の保全による河川、湖沼及

び沿岸域の自然浄化能力の維持・回復、地下水の適正な利用、水道の取水地

点の再編等を通じ、水環境への負荷を低減し、健全な水循環系の構築を図る。

特に、閉鎖性水域に流入する流域において、水質保全に資するよう、生活排

水、工場・事業場の排水による汚濁負荷及び市街地、農地等からの面源負荷

の削減対策や、緑地の保全その他自然環境の保全のための土地利用制度の適

切な運用に努める。また、土壌汚染の防止と汚染土壌による被害の防止に努

める。 

 
オ 高い価値を有する原生的な自然については、公有地化や厳格な行為規制等

により厳正な保全を図る。野生生物の生息・生育、自然風景、稀少性等の観

点からみてすぐれている自然については、行為規制等により適正な保全を図

る。二次的な自然については、適切な農林漁業活動や民間・ＮＰＯ等による

保全活動の促進、必要な施設の整備等を通じて自然環境の維持・形成を図る。

自然が劣化・減少した地域については、自然の再生・創出により質的向上・

量的確保を図る。この場合、いずれの地域においても、生物の多様性を確保

する観点から、外来生物の侵入防止やエコロジカル・ネットワークの形成に

配慮する。また、それぞれの自然の特性に応じて自然とのふれあいの場を確

保する。さらに、野生鳥獣による被害の防止や健全な地域個体群の維持を図

るため、科学的・計画的な保護管理を図る。 
 
カ 安全・環境・景観に配慮しつつ、海岸侵食対策や下流への土砂供給など山

地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組の推進等を通じて、土砂

の移動等により形成される美しい山河や白砂青松の海岸の保全・再生を図る。

加えて、土砂採取に当たっては、環境・景観保全や経済社会活動などに配慮

しつつ適切な管理を図る。 
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キ 歴史的・文化的風土の保存、文化財の保護等を図るため、開発行為等の規

制を行う。また、地域特性を踏まえた計画的な取組を通じて、都市において

は、美しく良好なまちなみ景観や緑地・水辺景観の形成、農山漁村において

は、二次的自然としての景観の維持・形成を図る。 
 
ク 良好な環境を確保するため、事業の実施段階において環境影響評価を実施す

ること、事業の特性を踏まえつつ公共事業等の位置・規模等の検討段階におい

て環境的側面の検討を行うことなどにより、適切な環境配慮を促進し、土地利

用の適正化を図る。 

 
（６）土地利用の転換の適正化 

ア 土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性及び影響の大きさに

十分留意した上で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資本

の整備状況その他の自然的・社会的条件を勘案して適正に行うこととする。

また、転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案して必要があるとき

は、速やかに計画の見直し等の適切な措置を講ずる。さらに、農林業的土地

利用を含む自然的土地利用が減少している一方、低未利用地が増加している

ことにかんがみ、低未利用地の有効活用を通じて、自然的土地利用の転換を

抑制することを基本とする。 
 
イ 森林の利用転換を行う場合には、森林の保続培養と林業経営の安定に留意

しつつ、災害の発生、環境の悪化等公益的機能の低下を防止することを十分

考慮して、周辺の土地利用との調整を図る。また、原野の利用転換を行う場

合には、環境の保全に配慮しつつ、周辺の土地利用との調整を図る。 
 
ウ 農用地の利用転換を行う場合には、食料生産の確保、農業経営の安定及び

地域農業や地域景観・自然環境等に及ぼす影響に留意し、非農業的土地利用

との計画的な調整を図りつつ、無秩序な転用を抑制し、優良農用地が確保さ

れるよう十分考慮する。 
 
エ 大規模な土地利用の転換については、その影響が広範であるため、周辺地

域をも含めて事前に十分な調査を行い、国土の保全と安全性の確保、環境の

保全等に配慮しつつ、適正な土地利用の確保を図る。また、地域住民の意向

等地域の実情を踏まえた適切な対応を図るとともに、市町村の基本構想など
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の地域づくりの総合的な計画、公共用施設の整備や公共サービスの供給計画

等との整合を図る。 
 
オ 農山漁村における混住化の進行する地域等において土地利用の転換を行う

場合には、土地利用の混在による弊害を防止するため、必要な土地利用のま

とまりを確保すること等により、農用地、宅地等相互の土地利用の調和を図

る。また、土地利用規制の観点からみて無秩序な施設立地等の問題が生じて

いる地域において、制度の的確な運用等の検討を通じ、地域の環境を保全し

つつ地域の実情に応じた総合的かつ計画的な土地利用の実現を図る。 
 

（７）土地の有効利用の促進 
ア 農用地については、農業生産基盤の整備を計画的に推進するとともに、効

率的かつ安定的な農業経営の担い手への農用地の利用集積を図る。また、利

用度の低い農用地について、農業生産法人以外の法人のリース方式による農

業参入や、不作付地の解消、裏作作付の積極的拡大等、有効利用を図るため

に必要な措置を講ずる。 
 
イ 森林については、その多面的機能が高度に発揮されるよう、適切な整備・

保全を行うとともに、林業の持続的かつ健全な発展を図る。また、美しい景

観や、自然とのふれあい、癒しの場として、価値の高い森林については、森

林環境教育や、レクリエーション利用の場として総合的な利用を図る。加え

て、森林の整備を推進する観点から、地域材の利用や木質バイオマスの利活

用を促進する。 
 
ウ 水面・河川・水路については、治水及び利水の機能発揮に留意しつつ、生

物の多様な生息・生育環境としての機能の発揮のために必要な水量・水質の

確保や整備を図るとともに、地域の景観と一体となった水辺空間や水と人と

のふれあいの場の形成を図る。 
 
エ 道路については、公共・公益施設の共同溝への収容、電線類の地中化、道

路緑化等を推進して、良好な道路景観の形成を図るとともに、道路空間の有

効利用に資する。 
 
オ 住宅地については、居住環境の整備を推進するとともに、需要に応じた適
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正規模の宅地の供給を促進する。加えて、既存ストックの有効活用やユニバ

ーサルデザインの導入による中心市街地における街なか居住の促進やニュー

タウンの再生、住宅の長寿命化、既存住宅の市場整備を通じて、持続的な利

用を図る。また、主として大都市地域においては、低未利用地の活用等によ

る市街地の再開発等を促進するとともに、安全性の向上とゆとりある快適な

環境の確保に配慮しつつ、住宅地の高度利用に努める。 
 
カ 工業用地については、グローバル化の進展等にともなう産業の高付加価値

化や構造変化、工場の立地動向を踏まえ、高度情報通信インフラ、研究開発

インフラ、産業・物流インフラ等の戦略的かつ総合的な整備を促進するとと

もに、質の高い低コストの工業用地の整備を計画的に進める。その際、地域

社会との調和及び公害防止の充実を図る。また、既存の工業団地のうち未分

譲のもの等の有効利用の促進を図る。 
 
キ 低未利用地のうち、耕作放棄地については、国土の有効利用並びに国土及

び環境の保全の観点から、周辺土地利用との調整を図りつつ、農用地として

の活用を積極的に促進するとともに、地域の実情に応じ、地域の活性化のた

めの施設用地、森林等への転換を図る。 

 また、農用地等から宅地へと転換された後に低未利用地となった土地につ

いては、新たな土地需要がある場合には国土の有効利用の観点から優先的に

再利用を図る一方、状況に応じて自然の再生を図るなど、地域の実情を踏ま

えて計画的かつ適正な活用を促進する。 

 
ク 都市環境、防災面等に配慮しつつ、河川、道路等と建物等との一体的・立

体的整備、市街地における地下空間の活用など複合的な土地利用を図る。 
 
ケ 土地の所有者が良好な土地管理と有効な土地利用を図るよう、誘導する。

あわせて、定期借地権制度の活用等による有効な土地利用を図る。特に大都

市地域等の市街化区域内農地について、宅地化するものと保全するものの区

分を踏まえ、これらを活用した計画的なまちづくりを推進する。 
 

（８）国土の国民的経営の推進 
 土地所有者以外の者が、それぞれの特長を活かして国土の管理に参加する

ことにより、国土の管理水準の向上など直接的な効果だけでなく、地域への
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愛着のきっかけや、地域における交流促進、土地所有者の管理に対する関心

の喚起など適切な国土の利用に資する効果が期待できる。このため、国や都

道府県、市町村による公的な役割、所有者等による適切な管理に加え、森林

づくり活動、農地の保全管理活動への参加、地元農産品や地域材製品の購入、

緑化活動に対する寄付など、所有者、地域住民、企業、行政、他地域の住民

など多様な主体が様々な方法により国土の適切な管理に参画していく、「国土

の国民的経営」の取組を推進する。 

 
（９）国土に関する調査の推進及び成果の普及啓発 

 国土の科学的かつ総合的な把握を一層充実するため、国土情報整備調査、

国土調査、土地基本調査、自然環境保全基礎調査等国土に関する基礎的な調

査を推進するとともに、その総合的な利用を図る。また、高齢化や不在村化

の進展により森林や農地等において境界や所有者が不明となる土地が発生す

ることを防ぐ観点から、境界の保全や台帳の整備等の取組を推進する。さら

に、国民による国土への理解を促し、計画の総合性及び実効性を高めるため、

調査結果の普及及び啓発を図る。 
 

（10）指標の活用 
 持続可能な国土管理に資するため、計画の推進等に当たって各種指標の活

用を図る。また、今後の国土の利用をめぐる経済社会の大きな変化を踏まえ、

計画策定より概ね５年後に計画の総合的な点検を行う。 



 



福島県国土利用計画（第四次）の概要

●　豊かで多様な自然
●　多極分散型県土構造
●　地理的優位性の高まり

●　本県人口は横ばい傾向
●　社会経済活動の成熟化
●　地価の下落、土地利用転換
　圧力の低下
●　価値観の多様化、自然との
　共生意識の高まり

(ｱ)　土地の有効利用の促進
(ｲ)　環境と調和の取れた土地
　　利用の推進
(ｳ)　秩序ある市街地の形成・
　　土地利用の適正化
(ｴ)　県土利用の質的向上

ア　県土の特性 イ　社会経済状況の変化 ウ　県土利用の課題

（４）　地域類型別の県土利用の基本方向

●　自然環境の保全や所要の整備、景観形
　成等の総合的な調整・計画的な都市整備
　の推進
●　中心市街地の空洞化に対して、低・未利
　用地等を活用した都市の拠点の再形成、
　都市機能の集積、都市居住の推進等市街
　地の再整備と商業活性化の一体的推進
●　スプロール化防止、公害防止、防災性の
　向上、克雪・利雪に配慮した土地利用の
　促進

●　生産基盤の整備、工業導入による就
　業機会の確保、生活環境の整備、都市
　住民との交流による魅力ある農山漁村
　の形成
●　農用地、森林の整備、高度利用
●　里山等身近な自然環境の保全、 美し
　い農山漁村景観の形成
●　中山間地域等における地域資源活用
　による活性化、農用地・森林保全のため
　の新たな管理主体の育成

●　適正な保全

●　貴重な自然の復元

●　適正な管理の下での自然とのふれあい
　の場としての利用

ア　都　市 イ　農山漁村 ウ　自然維持地域

ア農用地　：　意欲ある担い手への農地の利用集積の促進、優良農地の確保と整備、多面的機能の維持・増進のための適正な保全管理、環
　　　　　　　　　境への負荷の少ない農業生産の推進
イ森林　：　多面的機能の発揮に必要な森林の確保と整備、二酸化炭素吸収源としての機能発揮への配慮、原生的・機能の高い森林の保全、
　　　　　　　　土地利用転換の抑制、都市近郊等森林の緑地としての保全整備、都市と農山漁村との交流の場などとしての総合的利用の推進
ウ原野　：　貴重な自然を形成する原野の保全
エ水面・河川・水路　：　安全性の確保・安定した水供給に必要な用地の確保、整備にあたっての環境への配慮、水辺環境等の創造
オ道路　：（一般道路）必要な用地の確保、整備にあたっての安全性等の確保、防災機能等多面的機能の発揮、自然環境・生活環境への配慮
　　　　　　　（農林道）必要な用地の確保、整備にあたっての生活環境・自然環境・地域産業振興等への配慮
カ住宅地　：　望ましい居住水準と良好な居住環境の確保、災害に関する地域特性を踏まえた土地利用、住宅市街地の再整備による有効利
用・
　　　　　　　　　高度利用
キ工業用地　：　産業高度化、企業ニーズ対応し、自然環境と共生した計画的な用地確保、農村地域の活性化・雇用創出のための用地確保、
　　　　　　　　　　　工場跡地の有効利用
クその他の宅地　：　土地利用の高度化・中心市街地の商業活性化・良好な環境形成に配慮した用地の計画的な確保
ケその他　：　（公用・公共用施設用地）必要な用地の計画的確保、施設の耐災性の確保・災害時の活用
　　　　　　　　：　（リゾート・レクリエーション用地）自然環境等への配慮、地域の振興等を総合的に 勘案した計画的整備
    　　　　　　：　（都市の低・未利用地）再開発用地、公共施設用地、事業用地等としての活用
　　　　　　　　：（耕作放棄地）立地条件に応じた有効利用
コ沿岸域　：　自然環境、陸域との一体性に配慮した総合的な利用、海岸の保全による県土の安全性の向上

　　　 ア　土地利用に関する計画の充実、適正かつ合理的な土地利用の推進
　　　　イ　農用地・森林について生産活動と多面的機能に配慮した適正な保全、都市的土地利用に
　　　　　ついての効率的、高度利用の一層の推進と計画的で適正な土地利用の転換の確保
　　　　ウ  環境と調和の取れた土地利用の推進による美しい県土の形成
　　　　エ　県土の保全と安全性の確保、公害の防止、快適な生活環境の創造に配慮した土地利用の
　　　　　推進、住民参加とまちづくりの視点に立った土地利用計画の策定

（３）　県土利用の基本方針

（５）　利用区分別の県土利用の基本方向

1  県 土 の 利 用 に 関 す る 基 本 構 想

国土利用計画法第２条に定める理念
　　　　　　　●土地に関する公共の福祉優先　　　　　　　　　　●地域の諸条件に配慮した土地利用
　　　　　　　●自然環境・生活環境の保全・確保　　　　　　　　●県土の均衡ある発展

(1)  県土利用の基本理念

(２)  県土利用の現状と課題
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（単位：ｈａ・％）

( 注）　 （１）道路は、一般道路並びに農道及び林道である。

１０年 ２２年 １０年 ２２年
27,692 26,076 15.8 14.9 43,146 41,174 17.9 17.1
27,189 25,573 15.5 14.6 41,779 39,807 17.4 16.5
503 503 0.3 0.3 1,367 1,367 0.6 0.6

99,546 98,982 56.8 56.5 141,043 139,198 58.6 57.8
9,618 10,931 5.5 6.2 10,471 12,857 4.4 5.3
6,150 6,661 3.5 3.8 6,114 7,334 2.5 3.0
807 926 0.5 0.5 1,114 1,254 0.5 0.5
2,661 3,344 1.5 1.9 3,243 4,269 1.3 1.8
38,486 39,353 21.9 22.4 45,969 47,400 19.1 19.7
175,342 175,342 100.0 100.0 240,629 240,629 100.0 100.0

１０年 ２２年 １０年 ２２年
19,336 18,489 15.7 15.0 33,542 32,761 10.9 10.6
19,336 18,489 15.7 15.0 33,508 32,727 10.9 10.6

0 0 0.0 0.0 34 34 0.0 0.0
81,712 80,826 66.3 65.5 228,205 227,863 74.1 74.0
3,950 4,842 3.2 3.9 6,397 7,251 2.1 2.4
2,082 2,385 1.7 1.9 3,810 4,128 1.2 1.3
958 1,090 0.8 0.9 427 486 0.1 0.2
910 1,367 0.7 1.1 2,160 2,637 0.7 0.9

18,326 19,167 14.9 15.5 39,761 40,030 12.9 13.0
123,324 123,324 100.0 100.0 307,905 307,905 100.0 100.0

１０年 ２２年 １０年 ２２年
4,554 4,269 1.9 1.8 25,673 24,794 14.8 14.3
4,547 4,262 1.9 1.8 25,528 24,649 14.7 14.2
7 7 0.0 0.0 145 145 0.1 0.1

216,801 216,696 92.6 92.5 116,222 115,679 66.9 66.6
1,004 1,071 0.4 0.5 5,394 6,256 3.1 3.6
690 717 0.3 0.3 3,141 3,493 1.8 2.0
28 28 0.0 0.0 366 441 0.2 0.3
286 326 0.1 0.1 1,887 2,322 1.1 1.3

11,805 12,128 5.0 5.2 26,482 27,058 15.2 15.6
234,164 234,164 100.0 100.0 173,771 173,787 100.0 100.0

１０年 ２２年
9,855 9,534 8.0 7.7
9,550 9,229 7.8 7.5
305 305 0.2 0.2

89,215 88,264 72.5 71.7
6,913 7,919 5.6 6.4
4,038 4,328 3.3 3.5
1,021 1,154 0.8 0.9
1,854 2,437 1.5 2.0
17,130 17,466 13.9 14.2
123,113 123,183 100.0 100.0

（注 (1) 県中地域及び会津地域の合計面積には境界確定後の猪苗代湖の面積が含まれている。

(2) 会津地域及び南会津地域の合計面積は境界未定のため総務庁統計局の推定（平成７年国勢調査報告）を基にした。

4,721 5,379
13,002

 　　 平成10年欄の市街地面積は、平成７年の国勢調査による人口集中地区の面積である。
（２）市街地は、「国勢調査」の定義による人口集中地区である。

合 計 1,378,248 1,378,334
そ の 他 102,407 99,947

採 草 放 牧 地

住 宅 地
工 業 用 地
そ の 他 の 宅 地

宅 地

16,702

26,024 29,045

市 街 地 17,370 17,833 1.3

0.3
2.1

1.3

0.4

7.4
0.9

100.0 100.0

1.2
7.3

1.9
3.743,747 51,126 3.2
3.947,427 53,075 3.4
3.344,708 46,169 3.2
0.23,418 3,418 0.2
70.2972,743 967,508 70.6

11.9
２２年

0.22,361 2,361 0.2
11.2161,437 154,730 11.7
11.4

１０年
平成２２年平成10年

構成比

163,798 157,091

道 路
水 面 ・ 河 川 ・ 水 路

森 林
原 野

農 用 地
農 地

合 計

住 宅 地
工 業 用 地
その他の宅

上記以外の利用区分

平成１０年 平成２２年
構成比

会津地域

平成１０年 平成２２年
構成比

相双地域

上 記 以 外 の 利 用 区 分

合 計

県中地域

平成１０年 平成２２年
構成比

県南地域

平成１０年 平成２２年
構成比

森 林
宅 地

住 宅 地
工 業 用 地
その他の宅地

合 計

農 用 地
農 地
採 草 放 牧 地

いわき地域

平成１０年 平成２２年
構成比

住 宅 地
工 業 用 地
その他の宅

上記以外の利用区分上 記 以 外 の 利 用 区 分

合 計

農 用 地
農 地
採草放牧地

森 林
宅 地

森 林
宅 地

住 宅 地
工 業 用 地
その他の宅地

農 用 地
農 地
採 草 放 牧 地

平成１０年 平成２２年
構成比

住 宅 地
工 業 用 地
その他の宅

上記以外の利用区分

合 計

南会津地域

上 記 以 外 の 利 用 区 分

合 計

農 用 地
農 地
採草放牧地

森 林
宅 地

森 林
宅 地

住 宅 地
工 業 用 地
その他の宅地

農 用 地
農 地
採 草 放 牧 地

上 記 以 外 の 利 用 区 分

合 計

農 用 地
農 地
採草放牧地

森 林
宅 地

森 林
宅 地

住 宅 地
工 業 用 地
その他の宅地

農 用 地
農 地
採 草 放 牧 地

県北地域

平成１０年 平成２２年
構成比

●目標年次：平成２２年　●基準年次：平成１０年
●平成２２年における人口：２０９万人から２１４万人と想定

２　県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標とその地域別の概要

(1)  県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

(２)  県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標の地域別の概要



３　規模の目標を達成するために必要な措置の概要

（１）公共の福祉の優先

●　土地についての公共の福祉の優先、地域の諸条件

　に応じた適正かつ合理的な利用の推進のための各種

　規制、誘導措置等の総合的な実施

（２）国土利用計画法等の適切な運用

●　国土利用計画法、土地利用関係法令等の適切な運用

●　大規模な土地利用の事前調整による適正な土地利用

　の確保

●　地価動向の的確な把握・土地取引規制による投機的

　土地取引の防止

（３）地域整備施策の推進

●　地域の特性に応じた地域整備施策の推進

●　都市における中心市街地活性化のための魅力的な

　都市空間形成に向けた諸施策の推進

●　農山漁村における中山間地域の活性化のための地

　域資源の保全・活用を通した魅力ある地域づくり諸施策

　の推進

●　多極ネッ トワーク形成の推進、県境を越えたより広域

　的な連携・交流による地域づくり諸施策の推進

（４）県土の保全と安全性の確保

ア　治水施設の整備、自然条件と土地利用配置との適合

　に配慮した適正な土地利用への誘導

イ　森林の多面的機能の向上のための適正な森林整備、

　保安林・治山施設の整備、地域特性に応じた管理

ウ　都市地域におけるオープンスペースの確保、適正配

　置、危険地域の情報の周知

（５）環境と調和した土地利用の推進

ア　森林・農地等の多面的機能の維持・向上のための整

　備、保全、適正管理、生産条件の不利性を補正する措置

イ　優れた自然環境、文化財等の保全のための規制・誘

　導、里山など身近な自然環境の保全

ウ　大規模開発に対する要綱などによる事前指導、アセ

　スの実施、景観の保全・創造、公共事業の環境への配

　慮、廃棄物処理施設に関する指導助言

エ　湖沼等の水質保全のための対応、公害発生防止の

　ための用途区分に応じた土地利用の誘導

（６）土地利用転換の適正化
ア　土地利用転換の不可逆性、地域社会への影響の大きさに

　留意し、自然的、社会的条件を勘案した慎重な土地利用の

　転換

イ　農地の無秩序な転用の抑制、優良農地の確保

ウ　保安林、機能の高い森林の保全、多面的機能への配慮

　原野の利用転換の際の自然環境保全への配慮、周辺土地

　利用への配慮

エ　大規模な土地利用転換にあたっての事前調査・調整、市

町

　村の地域づくり計画との整合性

オ　混住化の進展する地域での土地利用転換にあたっての

土

　地利用調整、計画白地地域などにおける計画的な土地利用

　のための施策の充実

（７）土地の有効利用の促進

ア　（農用地）農業生産基盤整備、担い手の育成、農用地集積

　による利用増進、特に担い手減少・高齢化の著しい地域に

　おける営農組織・受託組織の育成による営農体制づくり

イ　（森林） 森林資源の計画的整備、森林空間の総合的利用

　担い手の育成、県民の理解と協力などによる管理水準向上

ウ　（水面・河川・水路） 治水・利水、生物の多様な生息環境

　などのために必要な水量・水質の確保、水辺空間・ふれあ

　いの場としての形成

エ　（道路）都市部・景観の優れた場所における道路の電線類

　の地中化、道路緑化の推進、道路空間の有効利用

オ　（住宅地）優良な宅地の供給促進、住宅市街地の再整備

　土地区画整理事業等による秩序ある市街化

カ　（工業用地）計画的な工業団地整備、学術研究機関との連

　携、環境との共生に配慮した工業団地の整備促進、工場跡

　地・未分譲地などの有効利用促進のための誘致活動の展開

キ　（その他）公共・公共用施設用地の高度利用、バリアフリー

　化、低・未利用地の地域状況に応じた有効利用

ク　計画の趣旨を生かした良好な土地管理と有効な土地利用

　のための土地所有者の誘導

（８）土地に関する基本理念の普及啓発及び

　 県土に関する調査の推進

●　あらゆる機会をとらえた土地に関する基本理念の普及啓発

●　国土調査等の基礎調査の推進

●　土地に関する情報の収集・整備の推進



 



第一次計画 昭和５２年１２月１９日 決定 
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第四次計画 平成１３年 ３月２２日 決定 
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福 島 県 国 土 利 用 計 画
前文

この計画は、国土利用計画法第７条の規定に基づき、福島県の区域における国土（以下

「県土」という。）の利用に関する基本的事項を定めるものであり、県内の市町村がその

区域について定める国土の利用に関する計画（以下「市町村計画」という。）及び福島県

土地利用基本計画の基本となるものである。

なお、この計画は、社会経済情勢の変化、策定された市町村計画の集成等により、必要

に応じ見直しを行うものとする。

１．県土の利用に関する基本構想

(1) 県土利用の基本理念

県土は、現在及び将来における県民のための限られた資源であるとともに、生活及

び生産を通ずる諸活動の共通の基盤である。このため、県土の利用に当たっては、公

共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及

び文化的条件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と県土の均衡ある発展を図

ることを基本理念とする。

(2) 県土利用の現状と課題

ア 県土の特性

全国第３位の広大な面積を有する本県は、森林が県土の７割を占めるほか、大小様

々な河川、猪苗代湖をはじめとする数多くの湖沼、標高２千メートル級の山々を擁し、

豊かで多様な自然と美しい景観に恵まれている。この広大な県土は、東に阿武隈高地、

西に奥羽山脈が縦断しているため、気候、風土を異にする３地方に区分されている。

さらに、特定の都市に人口や機能が集中することなく、県内各地域にヒューマンスケ

ールの都市が分散した多極分散型の県土構造となっており、都市と農山漁村が機能分

担と連携によって、それぞれの機能特性を生かしながら７つの特色ある生活圏をかた

ちづくっている。また、新幹線や高速道路など高速交通体系の整備の進展によって、

東京圏に近接するという本県の地理的優位性が一層高まっている。このような県土の

特性とともに、阿武隈地域の地震等災害に対する安全性が高く評価された結果、平成

１１年１２月に本県の阿武隈地域等を含む「栃木・福島地域」が首都機能移転先候補

地の一つに選定された。

イ 社会経済状況の変化

少子・高齢化が進行する中で、本県人口は、ほぼ横ばい傾向を示している。社会経

済諸活動は、ボーダレス化、情報化が進展する中で産業の構造変化などを伴いながら

成熟化が進んでいる。こうした中で、土地利用に関しては、地価の下落が続くととも

に、リゾート・レクリエーション施設等の大規模開発が減少するなど、全体としては、

土地利用転換の圧力が低下している。また、経済発展によって実現された高い所得水

準や、労働時間の短縮などを背景として、暮らしの豊かさをより積極的に味わおうと

する傾向が強まるとともに、これまで我が国経済の発展を支えてきた企業中心・仕事

中心の価値観から自分が自分らしく生きるという個人重視の価値観へ移行しつつあ

る。さらに、自然環境は人類の生存の基盤であるとの認識の広がりや、これまでの大



量生産・大量消費・大量廃棄型の社会システムへの反省などから、自然との共生への

意識がかつてないほど高まっている。

ウ 県土利用の課題

(ア) 中山間地域を中心として、農用地の遊休化が進行しているとともに森林の管理

水準が低下していることから、これらのもつ多面的機能が低下している。また、

中心市街地においては空洞化による低・未利用地の増加が顕著になっており、県

土の有効利用の促進は一層重要な課題となっている。

(イ) 地球環境問題の顕在化とともに、環境問題に対する県民の意識が高まっている。

県土利用においては、「循環の理念」による環境への負荷の少ない持続的な発展

が可能な社会の構築に向け、環境と調和の取れた土地利用を推進する必要がある。

(ウ) いわゆる「バブル経済」の崩壊以来、リゾート・レクリエーション施設等の開

発は減少しているものの、都市近郊における住宅団地の造成などは引き続き進ん

でいることから、秩序ある計画的な市街地の形成が課題となっている。また、相

対的に土地利用規制の緩いいわゆる「計画白地地域等」において土地利用の混在

なども見られることから土地利用の適正化を図る必要がある。

(エ) 地形など自然的条件と適合した土地利用による県土の安全性の確保、快適な生

活環境の創造への一層の配慮など、引き続き、県土利用の質的向上を図る必要が

ある。

(3) 県土利用の基本方針

ア 県政の基本目標である「地球時代にはばたくネットワーク社会 ～ ともにつくる美

しいふくしま ～ 」を実現するため、土地の利用に関する計画の充実を図り、地域の

諸条件に応じた適正かつ合理的な土地利用を推進する。なお、首都機能移転に関して

は、適正な土地利用の観点から、国会における論議の推移などを見守りつつ適切に対

処する。

イ 農林業的土地利用を含む自然的土地利用については、農林業の生産活動と多面的機

能の維持・発揮に配慮して、適正な保全を図り、都市的土地利用については、土地の

効率的利用、高度利用を一層促進する。土地利用の転換に当たっては、土地利用の不

可逆性を考慮し、開発許可制度等の適切な運用などにより計画的かつ適正に行う。

ウ 環境と調和の取れた土地利用の推進により、人と自然が共生し、歴史的風土や景観

に配慮した美しい県土の形成を図る。

エ ゆとりと潤いのある生活空間を形成するため、県土の安全性の確保、公害の防止、

快適な生活環境の創造に配慮した土地利用を推進する。また、地域における住民の主

体的な活動の活発化などを踏まえ、住民参加とまちづくりの視点に立った土地利用計

画の策定に努める。

(4) 地域類型別の県土利用の基本方向

ア 都市

都市は、都市的サービス、都市的な就業機会の提供など地域発展に大きな役割を果

たすとともに、農山漁村との機能分担及び連携により、ゆとりと潤いのある生活圏づ

くりを進めるうえで重要な役割を担うことから、より一層の都市機能の集積と良好な

都市空間の形成が求められている。このため、自然環境の保全、公園、緑地、水辺空



間等憩いの場の確保、街路、下水道等の整備、良好な都市景観の形成などについて、

総合的な調整を図りながら、計画的に都市整備を推進する。中心市街地の空洞化の進

行に対しては、低・未利用地などを活用した、都市の拠点の再形成を進め、都市機能

の集積を図るとともに、既成の住宅市街地の整備による都市居住の推進など市街地の

再構築と商業等の活性化とを一体的に推進することにより、中心市街地の活性化を図

る。また、市街地周辺部においては、農林業的土地利用に配慮しつつ、スプロール地

域の発生などの無秩序な市街化の進行を未然に防止するなど、計画的な土地利用を図

り、豊かな田園環境のもとでゆとりある居住を実現する。なお、都市の整備に当たっ

ては、騒音、振動等の公害防止に十分配慮した都市構造の形成に努めるとともに、道

路や都市公園の防災機能を生かし、災害に対する安全性を高め、防災性の高いまちづ

くりを推進する。さらに、積雪地域においては、雪に強いまちづくりを積極的に推進

するため克雪・利雪に配慮した土地利用の促進を図る。

イ 農山漁村

農山漁村は、食料等の安定的供給のための生産の場であるとともに、生活の場であ

り、同時に県土を保全する機能や、緑豊かな空間の提供による保健・教育的機能など

多面的な機能を有している。このため、農林水産業の生産基盤の整備と計画的な工業

の導入による就業機会の確保、快適な生活環境の整備及び豊かな自然や地域文化を活

用した都市住民との交流の促進により、魅力ある農山漁村を計画的に形成しつつ、農

用地及び森林の整備と利用の高度化を図る。あわせて、里山などの身近な自然環境の

保全に努めるとともに、美しい農山漁村景観の積極的な形成を図る。また、中山間地

域などにおいては、地域資源の総合的な活用による地域の活性化のほか、新たな管理

主体の育成、都市住民の参加・協力などを通じ、農用地及び森林を保全し、適切な管

理をさらに推進する。農地と宅地が混在する地域においては、生産基盤及び生活環境

の一体的な整備を進め、農業生産活動と地域住民の生活環境が調和するよう土地利用

を誘導する。なお、積雪地域においては、雪に強い地域づくりを推進するため克雪・

利雪に配慮した土地利用の促進を図る。

ウ 自然維持地域

自然公園の特別保護地区など、優れた自然環境を有し保全を旨として維持すべき地

域については、適正な保全を図る。また、貴重な自然環境を復元するための取組みを

推進する。あわせて、適正な管理の下で、自然の特性を踏まえつつ自然体験・学習な

ど自然とのふれあいの場としての利用を図る。

(5) 利用区分別の県土利用の基本方向

ア 農用地

農用地については、多様な地域資源を生かした本県の農業生産力を十分に発揮する

ため、意欲ある担い手への利用集積を進めながら、必要な優良農用地の確保と整備を

図る。また、農用地のもつ県土保全機能、自然環境保全機能など多面的機能の維持・

増進のため、適正に保全・管理するとともに、環境への負荷の低減に配慮した農業生

産を推進する。耕作放棄地などの低・未利用地については、有効利用を促進する。

イ 森林

森林については、木材生産などの経済的機能、県土保全、水資源かん養、保健・休



養、自然環境の保全などの公益的機能の総合的な発揮に必要な森林を確保するととも

に、公益的機能の高度発揮や多様な木材需要に応えるための複層林施業など多様な森

林施業による整備を図る。この際、地球温暖化防止の観点から、森林のもつ二酸化炭

素吸収源としての機能発揮にも十分配慮する。また、原生的な森林など優れた自然環

境を形成している森林を極力保全するとともに、機能の高い森林については他の利用

目的への転換を抑制する。都市及び都市近郊の森林については、良好な生活環境を確

保するため、緑地としての保全及び整備を図る。また、その他の地域の森林について

は、自然環境の保全に留意しつつ、都市と農山漁村の交流のための保健・休養の場、

教育・文化活動の場などとして総合的な利用を図る。

ウ 原野

原野のうち、湿原や水辺植生・野生生物の生息地など、優れた自然環境を形成して

いるものについては、生態系及び景観の維持などの観点から保全を図る。

エ 水面・河川・水路

水面・河川・水路については、河川氾濫地域における安全性の確保、より安定した

水供給のための水資源開発、農業用用排水路の整備などに必要な用地の確保を図る。

その整備に当たっては、自然の水質浄化作用、多様な生物の生息・生育環境としての

機能の維持向上など流域の健全な水循環の確保に努めるとともに、自然景観の保全に

留意しながらいこいとふれあいのある水辺環境の創造を図る。

オ 道路

道路のうち、一般道路については、広域的な連携・交流を促進し、県土の均衡ある

発展を図る道路、地域づくりを支援する道路、都市の活動を支援する道路などを整備

するために必要な用地の確保を図る。その整備に当たっては、道路の安全性、信頼性

及び快適性を確保し、道路交通の円滑化並びに防災機能、公共・公益施設の収容機能

などの多面的機能の発揮に配意する。また、自然景観や自然環境との調和、地域住民

の生活環境の保全・改善、良好な都市景観の形成などに十分配慮する。また、農林道

については、農林業の生産性向上、農林地管理の適正化などを図るため、必要な用地

の確保を図る。農林道の整備に当たっては、農山村の生活環境の整備、地域産業の振

興などに配意するとともに、自然景観との調和、自然環境の保全に十分配慮する。

カ 住宅地

住宅地については、人口、世帯数の動向、都市化の進展、地域の特性などに対応し

つつ、望ましい居住水準と良好な居住環境を目標として、生活関連施設の整備を進め

ながら、必要な用地の計画的な確保を図る。また、土砂災害により著しい危害が生じ

るおそれのある区域における住宅等の新規立地の抑制や既存住宅の移転促進など、災

害に関する地域の自然的・社会的特性を踏まえた適切な土地利用を推進する。都市に

おいては、良好な居住環境を備えた住宅市街地の再整備による住宅地の有効利用・高

度利用を図る。

キ 工業用地

工業用地については、高速交通体系の整備の進展などによる本県ポテンシャルの高

まりを踏まえ、県土の均衡ある発展と地域特性を生かした工業の配置を図るため、産

業の高度化、企業ニーズに対応し、地域環境や自然環境との共生に配慮しながら計画



的な確保を図る。農村地域においては、地域の活性化と雇用創出のため、自然環境の

保全及び農業との調和に留意しつつ、工業用地の確保を図る。工場移転などにより生

じる工場跡地については、良好な都市環境の整備のため有効利用を図る。

ク その他の宅地

その他の宅地については、市街地の再開発などによる土地利用の高度化、中心市街

地における商業の活性化及び良好な環境の形成に配慮しつつ、経済のソフト化・サー

ビス化の進展に伴う商業・業務施設の立地、商業基盤施設の整備、情報・通信・研究

開発施設の立地などに必要な用地の計画的な確保を図る。

ケ その他

文教施設、公園緑地、交通施設などの公用・公共用施設の用地については、県民生

活上の重要性とニーズの多様化を踏まえ、環境の保全に配慮して、必要な用地の計画

的な確保を図る。また、施設の耐災性を確保し、災害時の活用を図る。リゾート・レ

クリエーション用地については、地域の優れた自然景観との調和、自然環境の保全に

十分配慮するとともに、地域の振興などを総合的に勘案した整備を図る。都市の低・

未利用地については、再開発用地、オープンスペース、公共施設用地、居住用地、事

業用地などとして活用し、農山漁村の耕作放棄地については、森林、農用地として活

用するなど立地条件に応じた有効利用を図る。

コ 沿岸域

沿岸域については、漁業、海上交通、レクリエーション等各種利用への多様な期待

があることから、自然環境の保全、周辺景観との調和、陸域との一体性に十分配慮し

つつ、自然的及び地域的特性に応じ総合的な利用を図る。この場合、県民に開放され

た親水空間としての利用に配慮する。また、沿岸域の多様な生態系の保全を図るとと

もに、県土の保全と安全性の向上に資するため、海岸の保全を図る。

２．県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要

(1) 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

ア 計画の目標年次は平成 22年とし､基準年次は平成 10年とする｡

イ 県土の利用に関して基礎となる平成 22 年の人口はおよそ 209 万人から 214 万人程

度と想定する｡

ウ 県土の利用区分ごとの規模の目標については､利用区分別の県土の利用の現況と変

化についての調査に基づき､将来人口などを前提とし､用地原単位等をしんしゃくし

て、利用区分別に必要面積を予測し､土地利用の実態との調整を行い、定めるものと

する｡

エ 県土の利用の基本構想に基づく平成 22年の利用区分ごとの規模の目標は､次表のと

おりである｡

オ なお、以下の数値については、今後の経済社会の不確定さなどにかんがみ、弾力的

に理解されるべき性格のものである。



表 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標（単位：ha・％）

(2) 地域別の概要

ア 地域別の利用区分ごとの規模の目標を定めるに当たっては、土地、水、自然などの

県土の資源の有限性を踏まえ、地域の個性や多様性を生かしつつ地域間の均衡ある発

展を図る見地から、必要な基礎条件を整備し、県土全体の調和ある有効利用と環境の

保全が図られるよう、適切に対処しなければならない。

イ 地域の区分は､次の 7区分とする｡

地域の区分 左の地域に含まれる土地の行政区

県北地域 福島市､二本松市､伊達郡､安達郡

県中地域 郡山市､須賀川市､岩瀬郡､石川郡､田村郡

県南地域 白河市､西白河郡､東白川郡

会津地域 会津若松市､喜多方市､北会津郡､耶麻郡､河沼郡､大沼郡

南会津地域 南会津郡

相双地域 原町市､相馬市､双葉郡､相馬郡

いわき地域 いわき市

ウ 計画の目標年次､基準年次及び利用区分ごとの規模の目標を定める方法は、（1)に

準ずるものとする。

エ 平成 22年における県土の利用区分ごとの規模の目標の地域別の概要は､次表のとお

りである｡

   平成10年 平成22年
構成比

10年 22年

農 用 地 163,798 157,091 11.9 11.4

農 地 161,437 154,730 11.7 11.2

採 草 放 牧 地 2,361 2,361 0.2 0.2

森 林 972,743 967,508 70.6 70.2

原 野 3,418 3,418 0.2 0.2

水面・河川・水路 44,708 46,169 3.2 3.3

道 路 47,427 53,075 3.4 3.9

宅 地 43,747 51,126 3.2 3.7

住 宅 地 26,024 29,045 1.9 2.1

工 業 用 地 4,721 5,379 0.3 0.4

その他の宅地 13,002 16,702 0.9 1.2

そ の 他 102,407 99,947 7.4 7.3

合 計 1,378,248 1,378,334 100.0 100.0

市 街 地 17,370 17,833 1.3 1.3

（注）（１）道路は、一般道路並びに農道及び林道である。

　　　（２）市街地は、「国勢調査」の定義による人口集中地区である。

　　　　　　平成10年欄の市街地面積は、平成7年の国勢調査による人口集中地区の面積である。



表 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標の地域別の概要 （単位：ｈａ・％）

10年 22年 10年 22年
27,692 26,076 15.8 14.9 43,146 41,174 17.9 17.1
27,189 25,573 15.5 14.6 41,779 39,807 17.4 16.5
503 503 0.3 0.3 1,367 1,367 0.6 0.6

99,546 98,982 56.8 56.5 141,043 139,198 58.6 57.8
9,618 10,931 5.5 6.2 10,471 12,857 4.4 5.3
6,150 6,661 3.5 3.8 6,114 7,334 2.5 3.0
807 926 0.5 0.5 1,114 1,254 0.5 0.5

2,661 3,344 1.5 1.9 3,243 4,269 1.3 1.8
38,486 39,353 21.9 22.4 45,969 47,400 19.1 19.7
175,342 175,342 100.0 100.0 240,629 240,629 100.0 100.0

10年 22年 10年 22年
19,336 18,489 15.7 15.0 33,542 32,761 10.9 10.6
19,336 18,489 15.7 15.0 33,508 32,727 10.9 10.6

0 0 0.0 0.0 34 34 0.0 0.0
81,712 80,826 66.3 65.5 228,205 227,863 74.1 74.0
3,950 4,842 3.2 3.9 6,397 7,251 2.1 2.4
2,082 2,385 1.7 1.9 3,810 4,128 1.2 1.3
958 1,090 0.8 0.9 427 486 0.1 0.2
910 1,367 0.7 1.1 2,160 2,637 0.7 0.9

18,326 19,167 14.9 15.5 39,761 40,030 12.9 13.0
123,324 123,324 100.0 100.0 307,905 307,905 100.0 100.0

10年 22年 10年 22年
4,554 4,269 1.9 1.8 25,673 24,794 14.8 14.3
4,547 4,262 1.9 1.8 25,528 24,649 14.7 14.2

7 7 0.0 0.0 145 145 0.1 0.1
216,801 216,696 92.6 92.5 116,222 115,679 66.9 66.6
1,004 1,071 0.4 0.5 5,394 6,256 3.1 3.6
690 717 0.3 0.3 3,141 3,493 1.8 2.0
28 28 0.0 0.0 366 441 0.2 0.3
286 326 0.1 0.1 1,887 2,322 1.1 1.3

11,805 12,128 5.0 5.2 26,482 27,058 15.2 15.6
234,164 234,164 100.0 100.0 173,771 173,787 100.0 100.0

　（注）　　
(1)

10年 22年
9,855 9,534 8.0 7.7 (2)

9,550 9,229 7.8 7.5
305 305 0.2 0.2

89,215 88,264 72.5 71.7
6,913 7,919 5.6 6.4
4,038 4,328 3.3 3.5
1,021 1,154 0.8 0.9
1,854 2,437 1.5 2.0
17,130 17,466 13.9 14.2
123,113 123,183 100.0 100.0

構成比

上記以外の利用区分
合 計

森 林
宅 地
住 宅 地
工 業 用 地
そ の 他 の 宅 地

工 業 用 地 工 業 用 地

農 用 地
農 地
採 草 放 牧 地

いわき地域

平成10年 平成22年

上記以外の利用区分 上記以外の利用区分
合 計 合 計

そ の 他 の 宅 地 そ の 他 の 宅 地

森 林 森 林
宅 地 宅 地
住 宅 地 住 宅 地

農 用 地 農 用 地
農 地 農 地
採 草 放 牧 地 採 草 放 牧 地

相双地域

平成10年 平成22年
構成比

平成10年 平成22年
構成比

工 業 用 地

南会津地域

上記以外の利用区分 上記以外の利用区分
合 計 合 計

そ の 他 の 宅 地 そ の 他 の 宅 地

森 林 森 林
宅 地 宅 地
住 宅 地 住 宅 地
工 業 用 地

農 用 地 農 用 地
農 地 農 地
採 草 放 牧 地 採 草 放 牧 地

会津地域

平成10年 平成22年
構成比

平成10年 平成22年
構成比

工 業 用 地 工 業 用 地

県南地域

上記以外の利用区分 上記以外の利用区分
合 計 合 計

そ の 他 の 宅 地 そ の 他 の 宅 地

森 林 森 林
宅 地 宅 地
住 宅 地 住 宅 地

農 地 農 地
採 草 放 牧 地 採 草 放 牧 地

県北地域 県中地域

　会津地域及び南会津地域の合計面積は境界未定のため
総務庁統計局の推定（平成7年国勢調査報告）を基にし
た。

平成22年
構成比

農 用 地 農 用 地

平成10年 平成22年
構成比

平成10年

　県中地域及び会津地域の合計面積には境界確定後の猪
苗代湖の面積が含まれている。



３．２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

(1) 公共の福祉の優先

土地については、公共の福祉を優先させるとともに、その所在する地域の自然的、

社会的、経済的及び文化的諸条件に応じて適正な利用が図られるよう努める。このた

め、各種の規制措置、誘導措置などを通じた総合的な対策を実施する。

(2) 国土利用計画法等の適切な運用

土地基本法、国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法、条例などの適切

な運用、大規模な土地利用に対する事前調整の充実により、土地利用の計画的な調整

を推進し、適正な土地利用の確保を図るとともに、地価動向の的確な把握と土地取引

の規制を行うことにより、投機的土地取引の防止に努める。

(3) 地域整備施策の推進

都市と農山漁村との連携・交流により、ゆとりと潤いのある生活の実現に必要な基

本的機能と個性的な機能を併せ持つ生活圏づくりを進めるため、地域の特性に応じた

地域整備施策を推進する。都市においては、中心市街地の活性化のため、魅力的な都

市空間の形成を目標とした諸施策を推進する。農山漁村においては、中山間地域の活

性化のため、地域資源の保全・活用を通した魅力ある地域づくりなどの諸施策を推進

する。さらに、交通、情報・通信網の整備により、多極ネットワークの形成を推進す

るとともに、県境を越えたより広域的な連携・交流による地域づくりのための諸施策

を推進する。

(4) 県土の保全と安全性の確保

ア 県土の保全と安全性の確保のため、水系ごとの治水施設などの整備と流域内の土地

利用の調和を図るとともに、地形など自然条件と土地利用配置との適合性に配慮し、

適正な土地利用への誘導を図る。

イ 森林のもつ県土の保全、水資源かん養などの多面的機能の向上を図るため、適正な

森林整備を推進するとともに保安林及び治山施設の整備を進め、流域を基本的な単位

として地域特性に応じた管理を推進しつつ、森林の管理水準の向上を図る。

ウ 都市地域における安全性を確保するため、市街地の整備などに当たり、公園などの

オープンスペースを確保し適正に配置するとともに、危険地域についての情報の周知

を図るなど、災害に強いまちづくりを推進する。

(5) 環境と調和の取れた土地利用の推進

ア 地球温暖化防止のための二酸化炭素吸収源としての機能をはじめ、森林及び農用地

のもつ自然環境・生活環境保全など多面的機能の維持、向上を図るため、多様な森林

の整備と保全及び農地の適正な管理に努める。中山間地域などにおいては、生産条件

の不利性を補正するための措置を講ずることなどにより、適切な農業活動が継続され

るよう努める。また、本県の多様性に富んだ美しい自然環境を保全しながら、自然と

豊かにふれあうことのできる環境整備を推進する。

イ 優れた自然環境や文化財とその歴史的環境を保全するため、開発行為などに対する

規制指導を行うとともに、里山、谷間の湿田、水辺地などの身近な自然環境の保全に

努める。また、必要に応じて自然植生や生物の生息空間の保全・復元を促進する。

ウ 開発行為など大規模な事業については、事業実施前における事業者に対する指導助



言及び環境影響評価の実施により、事業者自らが必要な環境保全対策を行い、環境と

調和した土地利用が行われるよう誘導する。また、県景観条例をはじめ関係法令等の

連携と適切な運用により、地域の特性を生かした優れた景観の保全と創造を推進する。

公共事業については、その構想、計画段階から環境へ配慮した事業執行に努める。ま

た、廃棄物の適正処理のため、廃棄物処理施設については、周辺の自然環境や生活環

境など地域との共生に配慮しつつ、必要な用地が確保されるよう、事業者などに対す

る適切な指導助言に努める。

エ 湖沼などの水質の保全に資するよう、流域における緑地の保全その他自然環境の保

護のための土地利用制度を適切に運用する。また、住居系、商業系、工業系などの用

途区分に応じた適正な土地利用の誘導を進め、公害の発生を防止する。

(6) 土地利用の転換の適正化

ア 土地利用の転換を行う場合には、その転換の不可逆性及び地域社会に与える影響の

大きさに十分留意したうえで、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況など自然

的・社会的条件を勘案して慎重に行うこととする。

イ 農用地の利用転換を行う場合には、農業経営の安定、食料生産の確保及び地域農業

に及ぼす影響に留意し、非農業的土地利用との計画的な調整を図りつつ、無秩序な転

用を抑制し、優良農用地が確保されるよう十分配慮する。

ウ 森林の利用転換を行う場合には、保安林及び機能の高い森林の利用転換を極力避け

るとともに、森林の持つ多面的機能に配慮しつつ、自然環境との調和に留意して周辺

の土地利用との調整を図る。また、原野の利用転換を行う場合には、自然環境の保全

に配慮しつつ、周辺の土地利用との調整を図る。

エ 大規模な土地利用の転換については、その影響の範囲が広範であることから、周辺

地域をも含めて事前に十分な調査と調整を行い、県土の保全と安全性の確保、環境の

保全などに配慮しつつ、適正な土地利用の転換を図る。また、市町村の基本構想など

地域づくりの総合的な計画との整合を図る。

オ 混住化の進展する地域で土地利用転換を行う場合には、土地利用の混在による弊害

を防止するため、必要な土地利用のまとまりを確保することなどにより、農地、住宅

地、工業用地等相互の土地利用の調整を図る。また、いわゆる「計画白地地域等」に

おける計画的な土地利用を推進するため施策の充実を図る。

(7) 土地の有効利用の促進

ア 農用地については、農業生産基盤の整備を計画的に推進するとともに、農業の担い

手の育成と農地流動化の促進による農地利用の集積によって利用増進を図る。特に担

い手の減少や高齢化が著しい地域においては営農組織や受託組織を育成し、地域の営

農体制づくりを促進する。

イ 森林については、木材生産などの経済的機能及び公益的機能を増進するため、自然

環境の保全に配慮しつつ立地条件に応じた森林施業によって森林資源の整備を計画的

に推進する。その際、森林とのふれあいの場に適した森林については、自然観察の場、

野外レクリエーション施設などの整備により、森林空間の総合的な利用に配慮する。

また、林業における担い手の育成、林道の整備、森林管理への県民の理解と参加、山

村における生活環境の向上など森林管理のための基礎的条件を整備し、森林の管理水



準の向上を図る。

ウ 水面・河川・水路については、治水及び利水の機能のほか生物の多様な生息・生育

環境のために必要な水量・水質の確保を図るとともに、地域の景観としての水辺空間、

人と水とのふれあいの場の形成を図る。

エ 都市部及び景観の優れた場所における道路については、電線類の地中化、道路緑化

などを推進し、良好な街並み景観を形成するとともに、道路空間の有効利用を図る。

オ 住宅地については、住まいのバリアフリー化など少子・高齢社会に対応した良好な

住環境を備えた優良な宅地供給を促進する。都市地域においては、住宅市街地の再整

備による安全で、快適な都市居住の推進により、地域の特性に応じた土地の有効利用、

高度利用に努める。また、土地区画整理事業の推進などにより都市近郊の無秩序な市

街化の進行を防止し都市基盤の整備を図る。

カ 工業用地については、県土の均衡ある発展と工業の効率的な発展を図る観点から、

産業の高度化、工場立地動向を踏まえ、計画的に工業団地の整備を図る。整備に当た

っては、学術研究機関との連携、交通ネットワークの活用とともに地域環境や自然環

境との調和に留意し、環境との共生に配慮した工業団地の整備を促進する。また、工

場移転などによって生じた工場跡地、既存の工業団地のうち未分譲の工業用地などの

有効利用を促進するため、企業ニーズの的確な把握を踏まえた企業誘致活動を積極的

に展開する。

キ その他の土地利用のうち、公用・公共用施設の用地については、環境の保全に配意

しつつ有効かつ高度な利用が図られるよう努める。また、施設のバリアフリー化、耐

災性の向上を図る。耕作放棄地などの低・未利用地については、その解消に向けた実

践活動を支援するとともに、周辺土地利用との調整を図りつつ、地域の実情や立地条

件に応じた有効利用を促進する。

ク 土地の所有者が、本計画の趣旨を生かした良好な土地管理と有効な土地利用を図る

よう誘導する。

(8) 土地に関する基本理念の普及啓発及び県土に関する調査の推進

土地月間をはじめあらゆる機会をとらえて土地に関する基本理念の普及啓発を図

る。また、総合的な土地対策に資するため、国土調査など県土に関する基礎的な調査

を一層推進し、土地の所有、取引、利用、地価などに関する情報を収集、整備する。
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